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市
の
国
民
健
康
保
険
加
入
者
を

対
象
に
、
生
活
習
慣
病
の
予
防
・

早
期
発
見
の
た
め
、
特
定
健
康
診

査
を
６
月
１
日
よ
り
実
施
し
ま

す
。
対
象
の
方
に
は
受
診
券
等
を

５
月
下
旬
に
発
送
し
ま
す
。

t
令
和
５
年
４
月
１
日
以
降
継
続

し
て
市
の
国
民
健
康
保
険
に
加
入

し
て
い
る
方
で
、
令
和
５
年
度
中

に
４０
〜
７４
歳
に
な
る
方
（
令
和
５

年
６
月
１
日
以
降
、
当
該
年
度
中

に
７５
歳
に
な
る
方
も
含
む
）
※
６

か
月
以
上
入
院
さ
れ
て
い
る
方
な

ど
、
一
部
対
象
に
な
ら
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す

■
健
診
項
目
左
表
の
と
お
り

e
各
医
療
機
関
に
、
事
前
に
実
施

状
況
を
確
認
の
う
え
受
診
し
て
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
同
じ
年
度
内
に

特
定
健
診
を
受
け
た
場
合
は
、
人

間
ド
ッ
ク
補
助
の
対
象
と
な
り
ま

せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い

【
市
が
実
施
す
る
特
定
健
診

　
の
対
象
と
な
ら
な
い
方
】

▽
生
活
保
護
受
給
者
等
の
保
険
未

加
入
の
方
、
令
和
５
年
４
月
２
日

以
降
に
保
険
が
変
わ
っ
た
方
は
対

象
と
な
り
ま
せ
ん
。
１２
月
に
実
施

す
る
集
団
健
診
を
受
診
し
て
く
だ

さ
い

▽
市
の
国
民
健
康
保
険
以
外
の
保

険
（
職
場
の
健
康
保
険
組
合
等
）

に
加
入
の
方
は
、
ご
加
入
の
保
険

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

▽
７５
歳
以
上
の
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
加
入
者
の
方
に
は
、
９
月
中

旬
に
健
診
の
受
診
券
等
を
送
付
し

ま
す

【
フ
ォ
ロ
ー
健
診
】

　

特
定
健
診
を
受
診
す
る
際
に
、

希
望
を
す
れ
ば
フ
ォ
ロ
ー
健
診

（
健
診
項
目
は
左
表
）
を
同
時
に

受
診
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

フ
ォ
ロ
ー
健
診
は
、
市
が
実
施

す
る
特
定
健
診
の
対
象
と
な
ら
な

い
方
も
受
診
で
き
ま
す
。

　

受
診
可
能
な
医
療
機
関
は
お
問

い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

―
―
◇
共
　
通
◇
―
―

e
重
複
受
診
お
よ
び
資
格
喪
失
後

の
受
診
を
し
た
場
合
は
、
健
診
費

用
を
返
還
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が

あ
り
ま
す

i
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
係

（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
３
３
）、
健

康
課
健
康
係
（
☎
０４２

−

３２１

−

１
２

４
０
）

都
営
住
宅（
地
元
割
当
） 

の
入
居
者
募
集

■
募
集
戸
数
①
２
人
以
上
の
世
帯

向
け
１
戸
＝
前
原
町
３
丁
目
②
２

人
以
上
の
世
帯
向
け
１
戸
＝
東
町

２
丁
目
③
２
人
以
上
の
世
帯
向
け

１
戸
＝
東
町
１
丁
目
※
い
ず
れ
も

３
Ｄ
Ｋ

■
家
賃
①
２
万
４
千
１００
円
〜
５
万

４
千
４００
円
②
２
万
３
千
６００
円
〜
５

万
３
千
５００
円
③
２
万
６
千
円
〜
５

万
５
千
４００
円

■
入
居
予
定
日
令
和
５
年
１２
月
以

降■
申
込
資
格
次
の
す
べ
て
の
要
件

に
該
当
す
る
方

▽
市
内
に
居
住
し
て
い
る
成
年
者

（
１８
歳
未
満
の
既
婚
者
を
含
む
）

▽
同
居
親
族
が
い
る

▽
世
帯
の
所
得
が
定
め
ら
れ
た
基

準
内
で
あ
る

▽
住
宅
に
困
っ
て
い
る

▽
暴
力
団
員
で
な
い
こ
と

■
申
込
書
配
布
期
間
5
月
２２
日

（
月
）
〜
6
月
５
日
（
月
）

■
申
込
書
配
布
場
所
ま
ち
づ
く
り

推
進
課
（
市
役
所
第
二
庁
舎
５

階
）、
市
役
所
第
二
庁
舎
１
階
受

付
、
管
財
課
（
市
役
所
本
庁
舎
１

階
）、
施
設
管
理
室
（
同
１
階
、

夜
間
・
休
日
の
み
）

m
６
月
５
日
（
必
着
）
ま
で
に
、

申
込
書
に
必
要
事
項
を
明
記
し
、

直
接
ま
た
は
郵
送
で
ま
ち
づ
く
り

推
進
課
住
宅
係
（
〒
１８４

−

８
５
０

４
住
所
不
要
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
６

１
）
へ

軽
自
動
車
税
の
減
免

該
当
す
る
方
は
申
請
を

　

身
体
・
知
的
・
精
神
障
が
い
の

あ
る
方
ま
た
は
こ
れ
ら
の
方
と
生

計
を
同
じ
く
す
る
方
が
軽
自
動
車

等
を
所
有
し
、
そ
の
車
が
障
が
い

の
あ
る
方
の
た
め
に
使
わ
れ
て
い

る
と
き
は
、
軽
自
動
車
税
が
減
免

さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

昨
年
減
免
を
受
け
ら
れ
た
方

は
、
納
税
通
知
書
に
同
封
す
る
案

内
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
な
お
、

申
請
に
は
納
税
義
務
者
の
方
の
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
入
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

　

ま
た
、
生
活
扶
助
を
受
け
て
い

る
方
が
所
有
ま
た
は
使
用
し
、
関

係
官
庁
の
証
明
を
受
け
た
と
き
、

ま
た
は
災
害
に
よ
り
多
大
な
損
害

を
被
っ
た
場
合
等
に
は
軽
自
動
車

税
の
減
免
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
納
税
通
知
書
は
５
月
１１

日
（
木
）
に
発
送
し
ま
す
。

■
申
請
期
限
５
月
３１
日
（
水
）

■
申
請
書
類
等
納
税
通
知
書
、
身

体
障
害
者
手
帳
等
、
運
転
免
許

証
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た

は
通
知
カ
ー
ド

i
市
民
税
課
諸
税
係
（
☎
０４２

−

３８７

−
９
８
２
０
）

新型コロナウイルスワクチン接種
　令和５年春開始接種の対象となる方に、接種対象となる月の前月下旬
に接種券を発送します。接種券が届かない場合は、市コールセンターで
ご確認ください。
t▷６５歳以上の方▷１８～５９歳の基礎疾患等を有する方で、過去に基礎疾
患等の理由での接種券申請が確認できた方※５～１７歳および６０～６４歳の
方は、接種券の発行申請が必要です。市コールセンターへご連絡くださ
い▷医療機関や高齢者・障害者施設等の従事者で、過去の接種券発送状
況や接種状況を確認できた方
e▷接種会場ではマスク着用にご協力をお願いします▷接種券の紛失等
により再発行を希望される方は、市コールセンターへご連絡ください
i新型コロナウイルス感染症対策小金井市コールセンター（ ０１２０−
６６３−３０２、聴覚に障がいがある方など＝f０４２−３１６−７６６７）※土曜・日
曜・祝日を含む午前９時～午後５時

基礎疾患等を有する方（５～６４歳）

すべての年齢

▷慢性の心臓、腎臓、呼吸器、肝臓の病気がある方▷病気や治療
によって免疫の機能が低下している方▷神経疾患や神経筋疾患を
原因として、身体機能が低下している方▷染色体異常のある方▷
血液の病気のある方（１８歳以上で鉄欠乏性貧血の方は除く）▷そ
の他、新型コロナにかかった場合に重症化するおそれが大きいと
医師が認める方

１８歳以上
▷インスリンや飲み薬で治療中または合併症のある糖尿病の方▷
睡眠時無呼吸症候群の方▷重い精神疾患がある方▷知的障害があ
る方▷BMIが３０以上の方

１８歳未満 ▷代謝性疾患がある方▷悪性腫瘍がある方▷膠原病がある方▷内
分泌疾患がある方▷消化器疾患がある方

特定健診の健診項目

【基本的な健診項目】
▷質問事項（問診票）
▷身体計測（身長、体重、BMI、腹囲）
▷血圧測定
▷血中脂質検査（中性脂肪、HDLコレステロール、
LDLコレステロール）
▷肝機能検査（GOT、GPT、γ-GTP）
▷血糖検査（空腹時血糖およびHbA１c）
▷尿検査（尿糖、尿蛋白）
【詳細な健診項目】
▷貧血検査（赤血球、血色素、ヘマトクリット）
▷心電図検査
▷生化学検査（クレアチニン）
▷眼底検査※内科健診の結果、医師の判断により実施

フォロー健診の健診項目

【内科項目】
▷生化学検査（尿酸）
▷血液学検査（白血球）
▷胸部レントゲン検査
【眼科項目】
内科健診の結果、医師の判断により実施
▷眼底検査、眼底撮影、視力検査、眼圧測定

令
和
５
年
度

国
民
健
康
保
険
の

特
定
健
診
を
開
始

人権・身の上特設相談

　法務大臣から委嘱を受けた人
権擁護委員（弁護士、教育関係
者など）が、無料特別相談を実
施します。家庭内のトラブル、
夫婦間の問題、相続などに関す
る悩みごとなど、お気軽にご相
談ください。秘密は堅く守られ
ます。
d６月５日（月）午前９時３０分～
１１時３０分（１人おおむね１時間）
b市民相談室（市役所第二庁舎
１階）
s２人（申込順）
m５月１６日～６月２日に、電話
または直接、広報秘書課広聴係
へ

中学生人権作文コンテスト

　令和４年度に行われた全国中
学生人権作文コンテスト東京都
大会で、市内の生徒が優秀な成
績を収めました。受賞作品は、
次のとおりです。（学年は受賞
当時）
■受賞作品作文委員会賞＝自由
に考え自由に行動できる日々
（第一中学校３年・眞嶋有希さ
ん）、みんな違うから良い（東
中学校２年・井上ソハナサーリ
ョさん）

――◇共　通◇――
i広報秘書課広聴係（市役所第
二庁舎１階☎０４２−３８７−９８１８）

　市では、人権擁護委員の日を記念し、６月５日（月）の午前中、
市民の皆さんに人権の大切さをお知らせするため、市役所第二庁舎
入口付近で啓発活動を行います。この機会に、あなたも人権の重要
性を考えてみてはいかがでしょうか。

６月１日は６月１日は
人権擁護委員の日人権擁護委員の日

各種申し込みは、開庁時間または各施設開館時間内にお願いします。5・5・153


